
 

船舶事故調査報告書 

令和５年７月５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年５月３０日 １３時４３分ごろ 

発生場所 東京都江東区砂町南運河 

 １５号地北信号所から真方位０２２°１,６１０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３７.９′ 東経１３９°５０.３′） 

事故の概要  水上オートバイ七機
な な き

Ａ号は、南西進中、また、水上オートバイ九機
きゅうき

Ａ号は、南東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年９月２１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ 七機Ａ号、０.２トン 

   ２３０－５５３５０東京、東京都（警視庁） 

Ｂ 水上オートバイ 九機Ａ号、０.２トン 

   ２３０－５５９００東京、東京都（警視庁） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部船底外板に破口 

Ｂ 船首部及び左舷側面に擦過傷、船首部上面ハッチカバー及び船底

に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約４m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ 

事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、Ｂ船及び他１隻と共に操縦技量

を向上させる目的で、江東区所在のヨット訓練所を利用して８の字旋

回操縦訓練（以下「本件訓練」という。）を実施していた。 

 ヨット訓練所には、２つのブイが東西方向に約５０ｍの間隔で設置

されており、指導員は訓練員に対して本件訓練の指導を行ったのち、

陸上から本件訓練を見ていた。 

 Ａ船は、約１５km/h の速力（対地速力、以下同じ。）で西側のブイ

に向けて南西進中、船長Ａが右舷船首方から接近するＢ船を避けよう

としたものの、波に乗って船首部が浮き上がり、回避動作ができず、

船首船底部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、操縦免許取得後の初めての操縦であった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、約２０km/h の速力で西側のブイ

を右旋回して南東進したところ、船長Ｂが左舷船首方から接近してく

るＡ船に気付いたが、どうすることもできず、Ａ船と衝突し、Ａ船の



 

船体が船長Ｂに接触し、船長Ｂは、鼻及び胸部打撲を負った。 

 船長Ｂは、操縦免許取得後の初めての操縦であり、西側のブイを右

旋回して南東進する際、東側のブイを確認することに意識を向けて航

行を続けたことで、左舷船首方から接近してくるＡ船に気付くのが遅

れたと本事故後に思った。 

分析  

 

 Ａ船は、本件訓練中、船長Ａが、約１５km/h の速力で西側のブイに

向けて南西進する際、右舷船首方から接近するＢ船を避けようとした

ものの、波に乗って船首部が浮き上がり、回避動作ができなかったこ

とから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、本件訓練中、船長Ｂが、約２０km/h の速力で西側のブイを

右旋回して南東進する際、東側のブイを確認することに意識を向けて

航行を続けたことから、左舷船首方から接近してくるＡ船に気付くの

が遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船及びＢ船が本件訓練中、船長Ａが、右舷船首方から

接近するＢ船を避けようとしたものの、波に乗って船首部が浮き上が

り、回避動作ができなかったため、また、船長Ｂが、東側のブイを確

認することに意識を向けて航行を続けたため、左舷船首方から接近し

てくるＡ船に気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  警視庁は、本事故の発生を受け、再発防止策として次の措置を講じ

た。 

 ・操縦免許取得後に初めて操縦する訓練員は、他の訓練員が操縦す

る水上オートバイと交差及び追従する本件訓練は行わず、単独で

本件訓練を行う。 

 ・本件訓練の際は、水上オートバイに乗った指導員と共に行う。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、特定の方向にのみ意識を向けることなく、常

時、周囲の適切な見張りを行うこと。 

 ・船長は、狭い海域で８の字旋回操縦訓練をする際は、複数の水上

オートバイでの訓練をしないこと。 

 

 


